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［特 集．金属資源の物質フローとリサイクル ・廃棄物管理一物質フ口研究部会特集ー ］

廃電池の排出動態とリサイクルの現状分析

浅 利 美鈴＊ . }L 川 純 仲・酒井伸

［要 旨lH本における使用済み小形電池の回収方法とその実態を把揮し恒｜収 リサイクル検討に向

けた基礎的知見を得ることを目的に．小形電池の同収率を推定した後 使附済み小形電池に｜期する自治

体収集分類等に｜羽する調査 消費者アンケー卜 小型家電製品からの小形電池取り外し実態調査を行っ

た。

その結果I 円本における小：ff：電池の回収率は 26%と推定されi 特に二次電池等は低く。欧州各国と

比較しでも 向上の余地があると考えられた。また 自治体における収集分類等は 自治体および電池

間で統ーされておらず 必要な情報発信も不卜分と考えられた。小型家電製品からの小型電池取り外し

実態に関する調査からは 特に二次電池を利用する小型家電製品について ほとんど電池が取り外され

ずに捨てられていることが明らかとなった。これらの背景と しては アンケー卜調査より消費者の情

報－認知不足や負担If惑が示II変され 検討を要する点が抽出された。

キーワード 小形電池，回収I リサイクル！消費者小型家電製品

I. はじめに ニyケル等のレアメタルが少なからず含まれており資

源有効利用の観点からも 回収 リサイクルを検討すべ

近年，多くの家電製品や AV機器・通信機器におい き製品といえる。

てコードレス化が進み それらの製品を支える各種小形 EUでは 2006ij•二に施行した新電池指令 （2006/66/

電池の使用量も年々増加するとともに．使い終わった電 EC）のもと。全種類の篭池を対象とした回収 ・リサイ

池の処分処理についても特に海外を中心に問題視され クルが加盟｜玉｜に義務付けられた。その背景には 1991年

ている。電池は電気製品の中でも小形のため。谷易にご の旧電池指令以降も電池の廃棄が続いたことや 自主的

み箱に捨てられてしまう傾向にある。また 小型家電製 な問収では回収率が向上しなかったことがある。新電池

山lから取り外されることなく ！一緒に廃棄されることも 指令では EU全体での回収目標が定められ t 電池メ一

考えられる。亜鉛やマンガン！カドミウム等の重金属当： カーや輸入業者が主体となった同収 リサイクルシステ

を含む電池が一般のごみに混じって焼却 ・埋立処分され ムの構築に向けて各国が取り組みを進めている。

てしまうことは，有筈！発棄物管理の観点から好ましくな 一方日本では 法的な枠組みとしては資源有効利用促

い。また，近年使用量が増加しているニッケル水素電池 進法により小形二次電池に関して製造者王導のもとでの

やリチウムイオン電池には，資源価値の高いコバルトや 同収 リサイクルが促されているがτ 回収率の目傑値が

ないために年間の出荷量や廃棄量に対して現状とれだけ

の電池を回収できているかは明らかになっていない。ま
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た。筒型の一次電池（乾電池）やボタン電池については

回収を行う法的義務はなく ，現在自治体や電池メーカー

の自主的な取り組みに委ねられている。日本では使用済

み小形電池がとのように捨てられ！回収 ーリサイクルさ

れているのかその現状が把握されておらず 回収対象と
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表 i 本研究における屯池呼称に｜期する定義

' 筒則一次•，ol]'池 ｜マンガン電池 アルカリマ／ガン ~ili也等 一般的に乾＇，／£池と H干ばれるもの
小JI三一次＼Iii也 I I 

｜ ボタン＼Iii也 ｜問主化飢屯池与のボタン屯池と。コイン引のリチウムむ池も合む

小形 次・，'!J:l也 ｜ニカド従池 ニッケル水銀千五池. ＇）チウムイオン泣1也等

本研究の目的は．円本における使附消み小形電池の岡 山促進法により泡池メーカーおよび電池機探メーカーに

収方法とその実態を把握し 現状分析を行い，fciJ収 ・リ よる同収 ・リサイクルが行われている小Jf；二次電池4径

サイクル検討にJ1'ijけた基礎的知見を得ることにある。そ （小？｜三シール鉛蓄電池。ニカド電池．ニ yケル水素電池

こで.1::1本における小形電池の同収率を推定した後 使 リチウム イオン電池）については。 JBRC(Japan Porta-

！日消み小形電池に｜到する自治体収集分瀕等に関する調査！ ble Rechargeable Battery Recycling Cent巴r）公表値引を

消在者アンケー卜 小型家電製品からの小形電池取り外 mし、た。法的な枠組みはないが 20〔9年より電池メー

し実態調査を行った。 カーによる自主的な回収取り組みが始まっている一次電

なお 本研究における電池に関するH乎称は 表 lのと 池（ボタン型）については。ボタン電池田収センタ一公

おりである。 表値＂を用いた。他方。マンガン電池やアルカ リ電池の

ような一次電池 （筒型）については 法的な枠組みも

2 調査研究の方法 メーカーによる自主的な取り組みもなし、が 1986年に

全国都市清掃会議が使用済み乾電池の広域回収 処理計

2. I 小形電池の回収率の推定 画を策定し会員／非会員に関係なく全同の自治体を

まず！小形電池の回収率は 回収監を前年の凶内1-J＇，荷 対象とする 「使！百済み乾電池広域同収 ー処理連絡会」を

量で割ることで推定した。 設置し。マンガン電池およびアルカリマンガン電池の回

国内出荷量については 機械統計年報いにおける国内 収 リサイクルを進めてきた。そのリサイクルを担う 1

升産量から貿易統計1干の輸出量を引き 輸入量を加えた 材を含む。代表的なリサイクル業者 2社へのヒアリンク

値を小形電泌の国内出荷量（千個／年）として l個あ を行い その数値を用いた。

たりの単位重量（g／個）を用いて重量換算した。単位

重量については まずマンガン屯池およびアルカリマン 2.2 自治体による使用済み小形電池収集分類等に関す

ガン電池ボタン電池では表2に示す京都市拠点回収 る調査

施設等て、のl発電池サンフ。ル調査結果を用いた。ニカド電 各自治体が使用済み小形電池の捨て方に関して 消

池 ニ y ケルノ＇j（紫電池。リチウムイオン電池については 費者にどのような指導をしているか把握することを目的

調査におけるサンプル数が少なかったため 貿易統計に に 全国の自治体のうち 783の市と東京 23区を合わせ

おいて把握できる輸出入の個数と重量から推定した他を た計806の自治体のウェブサイトから1 電池の捨て方に

重量単位とした。ただし 貿易統計データが得られない 関する記述を撃型IIした。調査対象とした電池は筒型一次

その他の電池（アルカリボタン電池等）については考慮 電池（乾電池）．ホ‘タン電池小形二次電池であり 自

できていない。 動車汀！ バイク 自転車用および産業Ill途の電池は含ま

l百｜収量については，電池の種類によって回収 ・リサイ れていなし、。また 小型家電製品（デシカメ等やH寺計

クルの11,L組みが異なるため 大きく 3つの電池磁にわけ 等）についても，捨てる際に電池の取り外しに関する指

て整理した。法的な枠組みとして 2001年の資源有効利 導がされているかを調べた。調査した 806の自治体は全

表2 使用済み小形一次電池のサンプル調査概要

訓査対象
;;cm；市上京リサイクルステーション (RS）で回収された電池 （し、わゆる拠占回収）
京都市小型家電同収モデル事業において回収された電池

制査 （｜日｜収）期間／j回数
上京 RS 2010 °1'-11月3～17円／一次電池 1.1331悶 アルカリボタン’也池 141凶

－京都市小型家電回収 2010i1:. 7～9月の3カ月／一次電池655j悶 アルカリボタン電池9個

;JJ,¥Jj!ケブh1ミ
各種電池について lつずつサイズや重量を調べた。そしてサイズ日ljの梢成比を閉し、て 11問あ
たりの重量単位を推定した。

マンガン’屯I也 46.6g/j困
首，＼J1i'紡栄 （加lfz-'I’J力重量） アルカリマンガン乾電池 33.0 g／例

ボタン'ct):池 2.0g／個
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「｜治体数 (l727）の 47%に相当する。11rrや村は考l志で

きていないが 806白治イ4の人uは計 114.506.752人で。

全人口の 88%に相当しているため 日本全岡の収集分類

として一般性があるものとして扱った。なお 調査日は

2010年8FJ 7 1::1～8 J=J 11 Hであり ．その｜時点での情報

を整理した結果となる。

次711池」「ボタン電池j 「筒 l[~Iの二次屯i也」の 3 {lf＼狂lであ

り 発屯方式ゃ7111也サイズの速いは考慮していない。 ま

た。製品に内政される形で販売または製品とともに処分

される電池や 1=1 lf!JJlJi等に使用される大型の恒池 従業

別の電池に関しては対象外とした。

表4に調査対象とした各自治体による電池の同収分額

を示す。 各市によって信）~の一次電池の回収分類が異な

り 京都市および大阪市が「公共施設や同業施設等での

拠点回収」。北九州市が「家庭ごみ （珂燃ごみ）」 福岡

市。神戸市 名古屋市が「不燃ごみJその他の地域が

「資源または有害ごみとしての分別回収jを行っている。

ホ、タン電池 筒型の二次電池に関しては．広島市以外は

「販売店等での拠点回収」となっている。

2.3 消費者へのアンケー卜調査

廃棄動向の把振には自治体の収集分類だけでなく 消

費者がどのように電池を捨てているかを明らかにする必

要がある。そこで．家庭系廃棄物に関するインターネッ

トアンケート調査の一環として 電池の捨て方等に｜羽す

る消費者の意識や行動を調べた。

表3に本研究で行った調査の概要を示した。京都市を

中心 とした 11政令指定都市を対象に，各電池を捨てた 2.4 使用済み小型家電製品における電池取り外 し実態

経験がある人に対してその排出先に関して質問を行った。 調査

対象とした電池は。家庭用に販売されている「筒型のー 京都市小型家電回収モデル事業により回収された家電

表3 アンケー ト調査概要

項目 相旺 l友

H的 家庭系廃棄物に関する購入 使用 廃棄：IRili'.を把擬すること

実施HJI問 2010 'I・ 3月23n～3月2411 

方式 インターネ y 卜アンケー卜

回答者i［一代 20 i七 30i~ 40代 50it 60 itかり:l'cJ与ilニ

対象地域およ 11 i政令指定都市（約 5.400サンプル） 京都市 （約 1.500サンプル） キLllll¥¥市 11!1f1市 Ill 
びサンプlレ数 l崎市横浜市｝名古屋市。大阪ill.神戸市広島市北九州市福岡市 （名400サ／プル）

i¥!t間数 23問 （うち定池に関する設問は 7問）

対象 筒型の一次包池ボタン型の－i.夕、電池筒型の二次電池

設問ll'J°I；子 処分方法ゃ使!+I 保省状況等

表4 各自治体における電池の回収分類 （山干背数や阿収分類は 2010年 3月のもの）

!'I治体
人口 世帯数 回収分知

（人） （｜止市） 筒I¥'.Iの一次電池 ボタン型の一次泡池 筒！日の二次？[Ii也

京都市 1.465.698 671.959 
市内 104カ所の公共施設や商業施設 Wiヲし！万等での拠点凪収 販売店主？での拠点回収
での拠占回収

J処山：lrrlllx
m11、l107 カ l~iの公共飽設や商業施設

大阪市 2.662 608 1.307.385 
での拠点回収

販売店等での拠占回収 ！坂先店ミヰでの拠。U回収

北九州市 982.319 429.828 
家庭ごみ

週21ロl家庭ごみとして市が回収 販売店等での拠山回収 ~j,i売店弓でのj処点 In！収
(-nr 燃ごみ）

稲田iJTIT 1 454 631 698.230 月2!Iii燃えないごみとして市が回収 目iX.店等での拠庁回収 ~Jsi売店等での拠占 li'illl :Z

名肯屋市 2 257 249 1012.553 不問、ごみ
筒型一次電池は不燃ごみとして週 l

H反光J古等での拠r~回収 版売店等での拠点回収
田市が回収

神戸市 1536.880 677.963 月2回燃えないごみとして市が｜副収 販売店等での拠点回収 間正売店等での拠山、回収

札111)¥i市 1906.129 891658 週l回筒型乾電池頒として市が回収 開正’允店等での拠出回収 販売店主7での拠占i口｜収

11116＇市 1034.646 457 817 週lIITI筒引乾電池類として市が回収 版元店等での拠点回収 販売店与での拠，占回収

横浜市 3.671.386 1.577.469 週2lrrl. 乾電池としてrl1が回収 販売店等での拠点回収 販売店等での拠点回収

川崎市 1410734 652 214 分りiJ回収 週IIm資iii,＼物として市が回収 販売店等での拠占回収 l阪売店等での拠点回収

JJ71 559 523.872 
月に 2l!ll. 冶'ii:＇ごみとし 月に 2巨l有害ごみとし

広島市 月に 2l!ll. 有吉ーごみとして市がI！！！収 てTliが回収（販売店での て市が回収（販売店での
拠点｜凶収もしている） f処＇－~－回 11x もしている）

- 14一
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表 5 調布対象製111111とifl!Jしている屯池のうYm

l七川される屯池の!:if［芳l 恥.~ M1 

十［こ小Jf;次1草地をii'JIJ ポ，，，フル液晶テレビ 電子手帳電子辞書ポ タブルラジオ ii'iきll'ii;I リモコン

｜に小形一次屯池をii'Ill 
携帯電話・ PHS. ビデオカメラ ノートHソコン ポ ヲフル DVDプレーヤー

コ ドレステレホノ （寸’f浅）

小Jf！.一次l芯池小IE！.二次む池のi山lブjをi'l'.JIJ デジ，，，ルカメラ 音楽プレーヤー 小型ゲーム機 シェーパー

（太字が京都司Jli1Jllll対象 15品目 ｜、線は1来境省アンケート制査ユと比較を行う製品）

製111111をサンプルとして守電池が取り外されないまま手放 可能性があること 2） ドライハ一等の器具を使用しな

された製品がとれだけあるかを調査した。調資したサン ければ電池の有無を雌認できないものについては。1=1－＇身

プルは 2010年 10月～2010年 12月の 3ヶ月間に京都 を確認できていないこと 3）筒型一次電池と同じ形状

市小型家電IEI収モデル事業において各拠点施設やイベン の二次電池が市販されているが．電池が取り外されてお

卜同収により集められた家電製品である。モデル事業に り 筒型電池が入るようになっている場合 一次電池を

おける回収対象 15品目は 焼市電話 ・Pl-IS.ポータフ 利用する製品に分類していること等に注意が必要でユある。

ル液品テレ ビ デジタルカメラ。ビデオカメラ！電子手 また。小型家電製品の指て方としてより 一般的に考えら

帳。電子辞書 電卓携帯音楽プレーヤー 携4市 DVD れる不燃ごみを対象に同様の調査を行った場合とは性質

プレーヤ－ J男子官ラジオ 家庭用ゲーム機.USBメモ が異なる可能性がある占にも注意を裂する。

リー。ICレコーダ。外付けハードディスクドライブ

家庭月jゲームソフト （ディスク型を｜除く）である。 しか 3. 結果と考察

し実際にはシェ ハーや時計電池といった対象以外

の製品も多く混入されていた。 3. l 小形電池の回収率の推定

本調査では，回収された家抵製品の中から一次電池や 2008年における各電池の国内出荷量の推定他を表 6

二次電池を使用する製品を選びそれぞれ電池が入った に 回収実績値を表 7に示した。日本での回収実績につ

ままになっているものと 入っていない （取り外されて いては 2008年で 22.855ton. l人あたりの同収量は

いる）ものの数を計測した。本制査で対象とした製品一 179 g／人 ・年守国内出荷重量に対する回収率は 26%と

党を表 5に示した。ただし 1)収集した家電製品の連 邦一定された。種類別には 一次電池が 30%と最も高い

搬時に電池が外れていた場合！正 しく集計できていない が！小形二次電池は 9%.ボタン電池は 1%にも満たな

表 6 円本における凶内出荷量の推定値 （2008年度）

)t；；正方式 rn.外大） 電池手J[JJ'i
医｜内出荷量 単位重茸1 国｜人l/l',J:idfi: 

（千個） (g/j聞） (ton) 

一次電池 （筒型）
マンガン干ill也 443 67S 46.6 20 675 

アルカリマンカン電池 1.575.821 33.0 52.002 

ー次電池 （ボタン型） 同友化JR電池 360.123 2.0 720 

ニカ｜、電池 45.702 47.l 2.155 

一二次逗池 二 yケル；j(')/ii'ill'.l也 147.912 65.9 9.746 

リチウムイオン’也池 86.121 32.2 2.769 

f;- 88.C57 

表 7 日本での回収実績値

''1£1也種m Jnl収1；ト （ton/ii')回収率 （%） データJi::

一次電池 （筒型） 21500 30 代表的なリサイクル業社2ネlへのヒアリング

一次'cl£1也 （ボタン型） 0.1 ボタン ~·ii池田収センタ＿，，公表it直 （ 2009 5Jc民）

ニカド電池 984 46 

ごi大電池 （小形）
ニyケル水素泡池 205 2 

JBRC'＇公表前 （20C9iJ＂ιlit) 
リチウムイオン＼・［；也 165 6 

合引｜ 1354 9 
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L寸：n状であることがわかった。 イクル災態や可能性を資源干｜および千l与'Itのirl1j1fliから検

資源問の制点から、いくつかの金属に治日して 今阿 i臼｜する必吹があると考え られた。

の結果もあわせて考察する。マンガンについては 鉄鋼 ｜五I1に ｜百l収｜す｜休により llriJ['.Ff＂の数仙が公表されてい

等への添加古ljとしての利川が量的に多くを，1；めるが リ る｜五｜の同収不；1:1を示すが ト｜本の阿収不は EUのII-' 

サイクル＇f'、は 0%と推計され。同l人lでマンガンのリサイ でも制度が進んでいるドイ＇／ (41%）等を下Irr！り .EU 

クルはほとんとε行われていないとされている。ただし 非加 1.u1 であるスイスの阿JfX.~； (71%）とは大きく／）ilfれて

一次電池に使用されているマンガンは 民電池の処理工 いることがわかった。1}1{1同収不5%程度と公表してい

程で亜鉛マンガンの混合酸化物まで国内で作か 主に るイギリスでは 20104より回収団体が設立され。2012

肥料原料として海外に輸出されているとみられている！υ。 年の11:11収H際 25%の達成に向けて制伎を充実させてい

一次電池のリサイクルの実態を資源性の出からも把握す くことが予想される。これに対し円本ではボタン電池阿

ることが必要と考えられる。リチウムについては リチ 収センターや JBRCを通して同収率を向上させる取り組

ウムイオン電池への利用量が顕著に何lびてきているが。 みはあるものの 重量ベースで｜王l内出荷量全体の 83%

囲内でのリチウムのリサイクル率は0%とされている。 を占める筒型一次電池の同収については ｜百｜収するかど

使用済みリチウムイオン電池からリチウム等を回収する うかを含めて現状各自治体の判附に委ねられているのが

技術開発は行われつつあるが？現在リチウムの リサイク 現状である。

ルは行われていないと見られているか。 コハル 卜につい また。EUでは新電池指令との関連法規の巾で WEEE

ても リチウムイオン二次電池がキ要用途である。｜主｜内 指令により回収された家電製品からの電池の取り外しが

でのコバルトのリサイクル率は 0.5% (2009年）と推定 要求され．取り外された伎は新電池指令に従し、同収 ・リ

されている。これは 触媒等からの回収 （36ton）とリ サイクルが行われることも H本との大きな速いといえるc

チウムイオン電池からの回収 （300ton）をあわせた♀ 日本における家電リサイクル法では限定された大剖電化

であるが.I走者はリチウム イオン電池へのコハル 卜の抗 製品のみが対象となっているため 電池を使illするよう

定使用量 10.384ton (2009年）に対して 3%にととま つ な小型家電製品については各自治体で不燃ごみや可燃ご

ているヘ 本研究では回収率 6%と推定しており 。大き みとして処理されている。その｜努製品に電池が｜村蔵され

く矛盾しない結果と考えられるが いずれにしてもリサ たままであった場合 それを取り外す処理を行っている

イクルへの収り組みはこれからとみられる。カドミウム かどうかも各自治体や最終処分場等によ って方針が異な

，については守ニカド、電池が最大用途で、ある。国内でのカ る。特に 多くの二次電池は製品設言｜の段階で組み込ま

ドミウムのリサイクル率は31% (2009年）と推定され れ その製品でしか使用できない場合が多いため製品

ている。このうち 170 tonがニカド電池に由来するも とともに捨てられる屯池の回収は円本にと って大きな諜

のとされ。電池への同年の議用量 1.076 tonに対しては 題であるといえる。

16%程度となる向。 本研究では回収率46%と推定してお なお、本研究において日本のl司収？を推計する｜努に使

り。ややχきくな っているが過去の生産量の方が多 則した信ill:!一次電池の年｜羽田収量は 代表的なリサイク

かったことなとから 大きく う刊百しないものと考えられ ル業社2社へのヒアリングによる報告値を合計した値で

る。いずれにしても。今後 フロー解析等により リサ あり 今後 より 正時な数値把慢が必裂と考えられる。

3.2 自治体による使用済み小形電池収集分類等に関す
J（酬 ｜

る調査

州 ｜ 3.2.1 筒型一次電池の収集分類

信j型一次電池の収集区分について 自治体数別および
削J% I 

人口数別の結来を図2に示した。凡例に枠線があるもの

弓% 26% 

が他のごみと従池を分けるように指導している場合であ

り枠線のないものが他のごみと一緒に収集している場

合である。また 拠点、回収については 公共施設を合む

かどうかで区分した。

まず 自治休数日ljでは全体の 75%を占める 605自治

体がI 筒型 ・（ C電池を他のごみと分けるように指導して

いることがわかった。そのうち拠点l可J[X.を行っている白

4C~ 
71% 

2（同 44% 40% 39句
31% 
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図 2 信）~一次電池の収集分類（在 自治体数日lj :ti 人il数日lj)

治体は 141あり 残りの 466自治体では資源物有

害 危険ごみ 乾電池および特殊ごみとして自治体自ら

が分別回JI又を行っていた。また拠点回Jl;Z.の形式をみると

公共施設を含む場合が一般的で 販売山 同収協力店の

みでの回収は 1%と少ないことがわかる。人｜｜数別でみ

ても自治体数別での結果とほぼ同じ傾向がみられた。残

る25%の自治体では筒型一次電池を他のごみと一緒の

区分で収集しており特に不燃埋立ごみとしての収集

が多い （全自治体数の 17%）ことがわかった。また可燃

ごみと して電池を収集している自治体が 7自j削本あった。

3.2.2 ボタン電池の収集分類

ボタン電池の収集区分についての結果を｜豆13に示した。

まず自治体数別の結果をみると 販売店 ー回収協力店

での拠点回収を指導している場合が多く 全体の 41%

( 333 自治体） であった。 これは小 J I~一次冠池の調究結

果の逆であり メーカーによる 自主回収ルートがあるか

どうかが大きく影響していると考えられた。また 1 人11

その他

］% 

]"/c, 

拠点回収（公共

施設含む）
2%. 

12% 

数別でみた場合には 全体の 62%が販売店 ー1111収協力

店での回収となっており。自治体数でみたときよりも割

合が大きい。これは 人円の多い者15rliほと電池を販売し

ているi市が多く ！自治体も販売店での同収を促す傾向に

あるためだと考えられる。

可燃ごみとして収集している自治体は調貸した 806白

治体て、は篠認されなかったが ボタン電池の捨て方につ

いて情報の記！j&がMi：認できない白 if1ii＇は 345白治体

(43%）あった。

3. 2.3 小形二次電池の収集分類

小形二次電池の収集区分についての結巣を凶 4に示し

た。｜到 3に示したボタン電池の場合と傾向が似ており

販売店 向収協力店での回収が全自治体数の 45%(364 

自治体）となっている。一方で守情報の記載がない自治

体も 46%(369自治体）と三｜：，数近い結栄であった。分別

回収を行っている自治体は全自治体数の 6%. 可燃ごみ

として収集している自治体は調交した 806自治体ではl1在

その他

0% 

不燃ごみ等
1% 

8% 

記載なし

拠点回収（公共

施設含む）
1% 

拠点悶収

（販売店 ・回収

協力店）
62% 

i支13 ボタン電池の収集分類（左 自治体数別 七 人LI数百lj)
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記載なし

4G% 

その他
。%

<12 ,f!J 美鈴 Jt Jll 純 ・ i 1~1 井｛lj r ー

拠点凶収（公共
Ji包設含む）

2% 

拠点回収
（販売店 ・回収
協力店）

45% 

1% 6% 

その他
0% 

ィ、燃ごみ~＼

J% 

う＇）－）Jill口｜収
4% 

（販売店 ・回収
協力店）

66% 

区14 小形三次電池の収集分類（左 門治体数別右 人LJ数日IJ)

認できなかった。人｜」数別では販売店 －回収協力店での る収集分頬は大きく異なることがわかった。まず筒型一

拠点回収は 66%を占め、やはり人口の多い都市ほど販 次電池では拠点回収および分日lj回収を行う自治、体が

売店 ・回収協力店での拠点回収を指導する傾向にあった。 75%を占め．ついで不燃こみとして収集する白治体が

3.2.4 小型家電製品からの電池取り外し指導 17%であった。一方 メーカーによる自主回収取り組

各種電池を使用する小型家電製品（デジカメ等やH奇合｜ みがあるボタン電池や二次電池については 販売店およ

等）について 捨てる際の電池の取り外しに関する指導 び回収協力店での回収を指示する場合が全体の 40%な

がされているかを制査した結果を図 5に示した。製品か いし 45%を占め，自 治体の費用で回収を行っているの

らの電池の取り外しに関する指示があった自治体は全白 はl割程度であることがわかった。特に人11の多い所ほ

治体数の 16%程度であり ＇ 81%の自治体では記載が体 と自治体は関与せず販売店や回収協力店での回収とい

認できなかった。また特定製r1-1，のみ指示があるj易合もあ う形式をとる傾向にあることがわかった。

り たとえばストーフやコンロ等に｜羽して 発火の危険 次にボタン電池や二次電池の捨て方については約

性から取り外し指示があった。リチウムイオン電池につ 45%の自治体ではウェブサイトでの記載が確認できな

いても発火の危険性から記載している自治体がみられた。 かった。ウェフサイト上で確認できるごみの捨て方に関

自治体数別と人口数別で比較しでも 違いはみられな する情報からの判断であるが これらの白治体において

かった。 消費者が捨てjJを碓認できない場合 一次電池の収集分

3.2.5 自治体における電池の収集分類 類同様の捨て方がされる可能性が考えられる。

本調査の結果より 電池の種類により臼治体が指定す またl 小型家電製品からの電池のJf）＇.り外しに｜刻する調

（在｜：｜治体数日lj 白人11数）jlj)

特定製品のみ
指示

0% 

その他
0% 

記載なし

78% 

l必5 家電製品からの電池の取り外しに｜羽する指導状況
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は「そのiiiではhわれていないjとして集計している。

これに該当する 11Jii~tl のある同以分知は 「司、燃ごみ」

と 「iiiでのう）＇ ~lj 阿収j である。 拠,1.＇~111111x.については市の

ウェフサイトには記紋していなくても WY:’允 I，~；等が自主的

に回収しているケースもあるため 対象外としている。

まず。各mが指定している分類どおりに捨てると阿答

した人の割合は！公共施設での拠点厄｜収を行う者llrl1で平

均 22.9%. 可燃ごみとして収集する北九州rl1では 47.1%,

不燃ごみとして収集する都市では平均 52.3%，分別回収

を行う都市では平均 65.6%とな った。拠点目収を行っ

ている京都市や人阪市では指定通りに捨てると問符した

人が少なく，その原因は可燃ごみに捨てる人と。その市

では行われていない回収分類を回答として選んだ人が多

いことにある。特に可燃ごみに捨てる人の割合は京都市

(284%）.大阪市 （366%）ともに高く ！市として可燃

ごみへの分別を行う北九州市に次いで多し、結果となった。

これに対し 不燃ごみ収集や分日lj回収を行う地域での平

均値が 5.0%であることから 拠点｜百｜収のみを行う地域

では可燃ごみへの電池の混入率が高くなっている可能性

が示された。

3.3.2 ボタン電池に対するがm者行動

ボタンf色；i也に｜主jするアンケートキti~~ を凶 7 に不す。 指

定通りの捨て方を選んだ人の割合をみると 分別回収し

ている広島市の結果 （738%）に比べ 販売店等での拠

点回収を指定している 10都市の結巣は平均 25.0%とか

なり低し、。北九州市や京都市 大阪市では 3割近くの人

カf司燃ごみに捨てると同答しているほか！他者II市でも筒

型一次屯池と同様の｜旦｜答傾向がみられ 消費者は電池の

419 
l発電池のf.JIII＇，動態とリサイクルの JJl:IJ¥分析

千l'品古巣ーから． 令白 ifif~djfの 8'.l% 以ー｜がや•J の’ll'i !(:f（も記紋

していないことがわかった。そのため 11＇£り外しに｜則す

る的報が伴られないことカ＇i~i費者の小11~rn：；也 （特に小形

二次電池）リサイクルへの認知度の低下につながり 製

品の廃棄11sに電池が取り外されず一緒に脳棄されること

を促す恐れがある。

本調査の対象とした 806向治体のなかで 筒型一次包

j也のうj-~lj 回 i1xを行っているのは 605 自治体て、あっ たのに

対し 刷会問都市清掃会議による広域回収処理言｜聞を利

JIJしているのは 251自治体lIIと大きな聞きがみられた。

そのため，町村も含めた日本全体では分別回収を行う 自

治体の多くが広域回収処理計画を利用しない形で集めた

電池の処理を行っていると考えられた。本調査fは自治体

がウェフサイトで市民向けに発信している情報を整理

分類したものであるため その性質上回収後どのように

処理 ・処分が行われているかは把握できていなし、。今後

の課題として，可燃ごみ．不燃ごみ 分別回収および拠

点同収によ り集められた電池が それぞれどのように処

理されているのかを複数の自治体へのアンケー卜調査お

よびヒアリングから把握すること等が考えられる。

3.3 消費者へのアンケー 卜調査

33. 1 筒il¥11一次電池に対する消費者行動

筒型一次電池 （乾電池）をどのように捨てているかに

ついてのアンケー卜結果を住16に示した。なお。設問の

都合上その都市では実際に行われていない回収方法を合

んでおり ．たとえば京都市では不燃ごみという回収形態

はとっていないため 京都市の回答者でこれを選んだ人

酒
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

京都市（n=l,266)

大阪市（n=319)

北九州市（n=266)

福岡市（n=306)

名古屋市（n=344)

神戸市（nニ343)

札幌市（n=323)

仙台市（n=286)

横浜市（n=328)

川崎市（n=336)

広島市（n=305)

離 可燃ごみ ~不燃ごみ

その他

臨市が分別回収 回収拠点（販売店等）

三 回収拠点（公共施設） ．その市では行われていない

図 7 「ボタン＇iliilliをとのように捨てるか」に関する阿答申古巣

種類により捨て方が異なる場合があるということや は電池の積頒により捨て方が呉なる場合があるというこ

メーカーによる白主同Ji"Kが行われているということを｜ とや メーカー (JBRC）による回収が行われていると

分に認識していないと考えられる。 いうことを｜分に認識していないと考えられる。なお．

3. 3.3 筒型二次電池に対する消資者行動 環境省によるインタ ネy 卜アンケート調交汁こよると

筒~I二次電池に｜共jするアンケート結果を 1218 に示した。 「JBRCによる間収」を知っていた人は全体の 14%（そ

指定通りの捨て方を選んだ人の訓子？をみると 拠点同収 のうち実際に店舗で利則したことある人は 5%）。「JBRC

（版完店等）を指定する 10都市の平均は 19.7%と広島 の存在も知らないし そもそも店頭てソト形二次電池の同

iii (713%）に比べて（尽く ボタン電池同様捨て方が認 収が行われていることを〉、日 らな し、」と回答した人が

識されていないことがわかる。また。やはり筒型一次電 55%と半数を超える結果となった。JBRCの存在を知ら

池の結呆と同様の回答傾向がみられることから 消資者 なくても 店頭での回収を知っていた人は全体の 31%

ヰ民2
拠点

事J~ 
不燃

分別

回収

店
で
。コ
拠
占

回
4又

分別回収

襲撃 可燃ごみ

71.5% 

＇%不燃ごみ 髄 市が分別回収 回収拠点（販売店等）

三 回収拠点（公共施設） その｛也 ．その市では行われていない

lヌ18 「筒mの二次電池をとのように指てるか」に｜期する回答結果
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であり そのうちがJillしたことがある人は 13%であり ビは今［11［の初交では尉棄されていなかった。 また~rcr予

これらは 本調脊ともほぼ枠合する給米といえる。 帳に｜刻しては lW.り外しできない’：・Q:池を使Illするもの 6

3.3.4 アンケート結果から見る消費者一の電池廃棄動向 台に閲しては除外している。

本アンケー卜部l交から。異なる収集分類をもっ者［）rlifl¥J 製品中に電池が入っている制合が高いのは置き時計

では消＇｛＇｛拷の泡池の！発禁動向に迷いがみられるこ とがわ (43%）であり。 l台については屯池の容量も残ってお

かった。特に 筒型一次電池の拠点liII収を行う自治体で り正常に動作していたo (j，；に ポータフール液晶テレビお

は 可燃こみに電池が混入される割合が高くなる可能ti' よひリモコンについて．電池が残ったままになっている

があることが示された。これは 拠点［r:i[J［又制度が一｜分に ものが3剖i'±I主ii'(1認された。ポータフル液晶テレビに関

認j、｜｜されていないことや！拠点施設まで屯池を持ってい しては 環境省アンケー卜訪f;li＂＇による小形二次電池で

かなければならない負担感に影響されていると考えられ の結栄（86%）に比べてかなり低いことがわかる。

回収分類と分別回収行動の関係については 今後百州llな 3.4.2 小JI三二次電池使用製品からの7［池取り外し

アンケー卜調査が必要である。 主に小形二次電池を使用する製品についての調交結呆

また。ボタン電池と小形二次電池のI~色葉動向を見ると を 環境省が行った消費者アンケートの結果5とあわせ

電池棋による違いが卜分に認識されず！自治体の併j型一 てl.ZI10に示した。まず傍帯道話 PHSについて 本~ijj

次電池の収集分類に影響を受けていることが示II変された。 査および環境省アンケート調査において小形二次恒池が

今l百lアンケート対象とした 11都rhではボタン電池や小 中に入ったまま捨てられる場合が8割以上と高い傾向に

'if：二次電池の収集分類をホームページ上で情報公開しで あることがわかった。ただし本訴l交では ill!搬｜時に電池

いたが，前述の通り約半数近くの自治体では収集分類が が外れてしまった場合やI 一部の回収において鰐刊電話

確認できない状況にある。あくまでウェフサイト上のみ に穴を聞けて使用不可にするために電池を外す作業が行

であるが．消費者が情報を旅認できない場合 自治体j!llJ われている場合が考えられる。そのため！本出！去におけ

が意図しない形でボタン電池や二次電池が筒型一次電池 る結果は 実際の取り外し不よりも高い値になっている

と同様に回収 ・処分されている恐れがある。特に不燃ご と予想、される。ビデオカメラについては本制査では製品

みや可燃ごみとして一次電池を回収している場合。メー の中に入ったままの電池は 45%，一方環境省アンケー

カーによる白玉的な分別回収 ・リサイクルルートがある トでは 81%と大きなずれが見られた。ノートパソコン

ボタン電池や二次電池も筒型一次電池同様に焼却埋立 は回収対象 15品Hに入っていないためサンプル数が6

される可能性がある。 台と少なかったが いずれも電池は取り外されていな

かった。コードレステレホン（子機）からの電池取り外

3.4 使用済み小型家電製品における電池取り外し実態 しについては本調査で 9割環境書アンケー 卜で7剖と

調査 いう結染となった。

3.4.1 小JI；一次電池使用製品からの電池取り外し

主に小Jf；一次電池を使用する製品についての調査結果

をl:ZI9に示した。なお ポータフ）レt夜品テレビに｜具lして

は 調査したうちの 131与が一次電池を使用するもので

あり 残りの 6台はコンセントを使用するものであった

ので除外した。二次電池を使用するポータフザル液品テレ

0% 1日% 20出 30% 刊目前首 60% 70% 80同日O帖 100%

69% 

100% 

49出 32叩

70% 10% 

57% 

リモコン［701 70% 
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I.SI 9 主に小形一次電池を使用する製品の電池取り外し

実態

mm・1u,1,r,. 
Pト1s 

本開査1760]

環境古ア1439]

本調査1111
ビデfオカメラ

環境古ア1591

ノートパソコン

環喧官ア12211

コードレス
テレホン
(1’機） 環境宙ア186]

ポータブル 本開査171
D V口プレ←ヤー

0% 20% •10% GO% 80% 100% 

本調査161

本珊査191

鴎 一次電池屯池あり ロ二d、電池 ・1u地なL

環境行ア 耳UJ'c'/'iアンケ 卜日 4 査の結封~ ＇ . [ ] I人jはそれぞれ
環境宵ア対象人数本調資製品数

｜五I10 主に小形二次電池を使J[-Jする製品の電池収り外

し実態
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また 小＇IIヨー次屯池の1r~ り外し前！？一以と比較すると 小 栄について~（~JMffと邸I先行アンケート司／；J1'J＂＇をJヒ＇I攻する

形二次1・l£；也の方が製1'11'1のq1に入ったままの OlxfJ外され と とららも約 8jijリの製！日で屯i也がliVり外されないまま

でいなし、）~l1i也の割合が大き し 、。 小＇JI三一次~lf:i也は規絡が I~＆｝！~されていることがわかった。

統一されているが 小JI予三次’；u:f也では製品illに設計され ｜立113に背楽プレーヤーの’む池11＼（り外し失態を示 した。

たものが多く 製品がf史Illi丙みとなった後に他の製品で 調芥時.1＼での区別が小｜分であったため背来プレー

使用することができない。そのため 屯池も作めて 「製 ヤーて、は小ii'~一次従池と小JI玉三次屯池を 11'.llJするものを

品の部jであるとみなして 使川出みとなった｜療は一 旬JMに区分できていなし、。そのため電池あり 電池なし，

絡に手放す傾向にあると何一察された。 デジタル古来プレーヤー (11＼（り外し不可）． ドライ ハ－

3.4.3 小形一次 二次屯池伎川製品からの屯j也取り 等器具を必要とするものの 4航類に分類した。なお.fjfi 

外し 抗省アンケート日では小JI三二次予ii池を使川する音楽プ

小JI三一次泣池および小形二次予/ti也の11lij方をi史川する製 レーヤーをヘッドホンステレオとして｜天分し 67%の

品についての結果を示す。まず デジタルカメラについ 人が取り外されないまま姶てたと 同答していた。

て一次電池および二次電池の電池取り外し実態を凶 11 次に小型ゲーム機に関する調Jid古梨を図 14にが した。

に示し さらに小形二次電池のみの結果を図 12に示し 小形次電池を使Illする製品は 22台 （67%).小形二次

た。デジタルカメラのうち 小形一次電池を使「｜］する製 m池を使nJする製品は 2r与 （6%）残りの9台はドライ

品は 41 舌 （43%） 。 小JI'~二次泡池を使HJする製品は 53 バ一等を使いカ八ーを外さなければ碓訟できない製品

台（57%）であった。電池HI類別の取り外し実態では． だった。小形一次電池を使う製品だけでみると 14% 

やはり小形一次電池に比べて小形一次電池のほうが11＼（り

外されない傾向にあった。 また l 小形二次電池のみの~：i1i

二次電池

電池なし， 12,
13% 

二次電池

電池あり ，41,_
44% 

一次篭池

這池あり，5,
5% 

ー次I~池
電池なし，36,

38＇始

図 11 デジタルカメラの電池取り外し実態（製1'11'1数%）

0% 50% 100% 

本調査［53]

環廃省ア［129]

阻 一次i主1也屯池あり 口 二次電池辺池なし

環境街ア 環境行アンケー卜制作の結果ユ

凶 12 デンタルカメラの小形二次従池Ji¥(り外し実態

ドライパ一色；ずを
£、必としたもの， lI, 

8% 

デジタノレ
（取り外し不可），23,

17% 

屯池なし，64,
48% 

図 13 ~··； 楽プレーヤーの電池取り外し実態 （製品数%）

二次電池

あり， 2,
6% 

図 14 小型ゲーム般の電池11＼（り外し災＇L~ （製品数．%）
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次電池
あり ，l,

50乙 一 一次電池

二次電池あり

（取り外し不可） '21, 

9l% 

なし， l,

4% 

図 15 シェーパーの電池取り外し実態（製品数 %） 

。% 20% 40% 60% 80% 100% 

本調査［21]

環境省ア［181]

回 一次屯池電池あり 口 次屯池電池なし

l来坑＇tiア f辺境省、アンケー ト調nの結果コ

図 16 シェーパーの小形二次屯池の11'1.り外し実態

は電池が入ったまま。残りの 86%は電池がないもの

fこっfこ。

最後にシェーハーの電池取り外し笑態を凶 15に示し

さらに小形二次電池のみの結果を凶 16に示した。本調

査では小形一次従池を使JIJするものが2台 小形二次電

池を使JIJするものが 21y「あったがそのうち小形二次

電池を使！日するものはすべて’屯池を収り外すことができ

ないものだった。これに対し 環境符アンケー卜訓l脊1

では 75%の人が定i也を取り外していないと問答してお

り！本研究で行ったシェーハーに関する調査ではややサ

ンプルが偏っていた可能性が考え られた。

3.4.4 使用済み製品からの電池取り外し

これらの結果より まず！小形三次電池について本研

究で行った調主主と環境省のアンケー卜調交結果引を比較

すると ビデオカメラとシェーパーを除きほほ同じ傾向

を示した。

次に！本調査では小形一次電池の11'1.り外し実態につい

ても調査1を行っており。その結果と小Jf~ ：－て 次屯池の結果

を比較すると小71＇；二次電池の方が製品から収り外され

一 23

にくいことが；J；された。これは小JI；三次＼[1'.池では製，＇＂＇， m
に設，iiーされたものが多く 裂品が使川消みとなった後に

他の製品で使用することができないためであり 「製，＇，，＇，

の一部」とみなされ廃棄されている現状にあると考えら

れた。

ヱド；訓査ではサンプル数が少なく偏りが多くなったと考

えられる製l日もいくつかみられ また！日Pix・リサイクル

l=I的で集められた家電製品であるという性質をもつため。

データの一般性という点では 環境省アンケート訓査九l

を霊視すべきである。しかしながら 木前奔のように実

際に消費者が手放した製1111

とんと.￥}T例がなし、。今｛麦の；果JWとして 捨てられた1屯i也

の1:1H沢別デ一夕のll'i.1与も台「め より 一般的に考えられる

不r北ごみとしてJ告てられた家干E製品を:t.Jl象としたi干示｜｝｜主： 

調査を行うことで よfJ正Miな排出：夫態の把；屋が可能と

ヨ号えられる。

3.5 廃電池の排出動態に関する考察

一連の調査結果を見て 円本の廃福池の回収方法とj.JI

出動態の現状を考察する。

まず ｛史!Fll斉み小形電池の阿収方法（システム）につ

いては 電池の種類や門治体により異なり 消i't者の立

場からはわかりやすいシステムとはいいがたいと思われ

た。具体的には 筒型一次~:ti也については 法的な同Jlx

義務等はなく 可燃ごみや不燃ごみとして収集している

自治体も見られるが拠点回収や分別問収を行っている

自治体が多L、。他方 小形二次電池およびボタン電池に

ついては守前者には資源白効利月J促進法による自主同収

および再資源化が求められていることもあり 。メーカ一

等による 1111収システムが構築さ れているが 自治、体の

ウェフサイト等を通じた回収に関する情報発信は十分と

はいえない実態であることがわかった。

次に fJI出実態について得られた知見として。次の 3

jりが意要な課題と考えられる。概して回収率が低いが．

特に二次電池やボタン電池については 資源性や有flγItー

から回収が求められるにも関わらず 小型家電製品から

取り外されないことも一因となって。回収率は低く 焼

却処理されている可能性もあるということになる。

l ）円本の小形電池のリサイクルルートへの回収不

（煮量ベース）については 筒型一次電池が 30%.

小形二次官池が 9%.ボタン電池が O1%. 全体

で 26% と w~ され欧州諸国と比較しでも 向

.1－の余地があると考えられた。

2 ） 自治体の収集方法やii＇ば~I者アンケー卜結果等から

も 小JI三電池の可燃こ、みへの混入が一定量あるこ

とが明らかである。
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I支干IJ 美鈴 JL Ill ＊＇~ ・ 出 :JI {IJI ー

3）使Ill消みとなった小出家電製品からJ[Y.り外されず 一次屯池だけでなく 小JI ~三 次氾池やボタン·；u: ；也

に l~t哉されるケースも多く 特に二次官j也を使川 に関しても自治体JIUで、の指導が統ーされていない

する作郁製品については 8剖前後の出製品に也 ことがわかった。筒型寸大'rt'c池については nJ·J~J; 

池が残存している。 こみ等への州出指示を出す白I台｛十も見られた。ま

た ！ ボタン＇111池や小JI~二次ril池に I主l しでは守約T

このような尖態の背；；J、としては消費者アンケー卜淵 分の自治体で拾て方に関する記載がウェブサイト

査結果によると I有二＇~/Z ，認識不足およひ、負担感等が；J;11変 からは尚一認できなかった。また。小型家屯製品か

された。特にI 二次電池やボタン電池の回収に関する｜育 らの電池のI!Y.り外しに関しては. 8割以｜の自治

指周知｜や認識理解が不！分なため信l型一次屯池と収 科、で製品からの屯池取り外しに関する記載がウエ

別できないケースが多いと思われた。また。一次電池に フサイトからはii'(~認できなかった。

ついても 公共施設での拠点回収をわっている自治体で 3）消資者アンケー ト調査から 筒型一次電池の拠，占

は！可燃ごみに総てるとする人が多い傾向lが見られ．認 lfil収を行う者l>r/1て、は！可燃ごみへの侃入率が高く

識が薄かったり，負担感が大きかったりすることが原因 なっている可能性が不された。また ボタン電池

と考えられた。 や小fl三二次電池については筒型一次従池同様の拾

これらの現状分析結巣を受けると。円本における小Ji~ て方をされる傾向があることがわかった。

電池の同収・リサイクルシステム構築 （［ITI収率向上）に 4）小型家電製品からの小型電池取り外し実態に関す

向けては いくつか検討を要する点があると考えられる。 る調査から 特に二次電池を利用する小型家電製

まず。電池種別に回収システムが異なる現状であるが 品について。ほとんど電池が取り外されずに捨て

消費者にとっては認知や理解を困難にし f21rn感を増や られていることが明らかとなり 。小型家電製品の

している可能性がある。EU電池指令では。同収率が上 回J/X・リサイクルともあわせて検討すべきでるこ

がらなかった過去の教訓｜から全電池を対象に回収を行っ とがわかった。

ていること 円本でも全小Jf；電池を対象に分別回収を

行っている自治イ本（広島市）では 筒型一次電池および 今｜百｜の結果を受けて．小形冠池の回収リサイクルに関

二次電池 ボタン電池のいずれも 7割以上の人が自治 するいくつかの課題が明らかになったがその背景とし

休の指示とおりの分別回収を行っていると答えたこと では．消費者の情報や認識 ・理解不足。負担感があると

ii~資者の意識聞では 二次電池等の排出も一次電池と向 示l唆された。また そのような実態に対して 電池種の

じと思っている人が多いと示唆されること等が！検討を 区日ljのあり方や。小型家電回収システムとの連動．情報

1!.t'.す材料といえる。 発信や教育の強化および継続について検討することが重

次に 小型家電製品との関係が重要である，内をあげた 要と考えられた。

い。小型家電製品については 資源性を中心に回収リサ その検討を進める上では さらなる基礎的知見の収集

イクルの議論が本格化しているが 小型家電製品に使わ も求められる。具体的には 小型家電製品に伴って使肘

れている電池を効果的に使用・ 回収 ーリサイクルできる される小形電i也や， 111出後の処理も含めた小形屯池や含

ような仕組みを同時に検討することが重要と考えられる。 有物質のフローを明らかにし 有害性ゃ資iJjj(性に関する

最後に 当然のことながら！情報発信や教育の強化と 定量的な検討を行うこと．情幸H発信や同収システムを含

継続があげられる。欧州では EU電池指令下にないス め 回収率を」げ、るための制度やシステムを比較検討

イスにおいて ?jl;'IJと非常に高い回収率を達成しており ！ すること等である。小形電池の適切な回収 ・＇｝サイクル

そこにおける実態や欧州各国間の比較等も参考になると システムの構築に向けて 研究を展開していきたい。

考えられる。

4.おわりに

今回の訓査により，次のことが明らかになった。

l）「！本における小形屯池の回収不は 26%と推定さ

れたが。 特に二次電池等はif~ く。欧州の数カ｜玉！と

比較しでも 1c1J上の余地があると考えられた。

2) 806 1t1治体における収集分類等の調査から 信jft'I
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Abstract 

The objective of t his study was to acquire the fundamental knowledge needed to establish environmentally 

friendly systems for the collection and recycling of small batteries in Japan. We determined the recovery 

rate of small batteries. investigated the collection classifications made by local governments for used small 

batteries. conducted a consumer questionnaire and also a survey on small batteries r emoved from small home 

electric appliances. 

The collection rate for small batteries in Japan was found to be approximately 26%. with the rate for 

rechargeable batteries being especially low. Room for improvement was noted after we did a comparison 

with collection r ates in European countries. Also. the collection classification systems being used by local 

governments is not unified between offices : types of batteries and required information on local government 

websites is considered to be insufficient. An investigation into what happens to small batteries that are 

r emoved from small home e lec tric app liances revealed that m ost of the app liances using rechargeable 

batteries are disposed of by consumers with the batteries still ins ide. Results of the questionnaires reveal 

that there is a shortage of consumer information and awareness. as well as an over all feeling of burden among 

consumers. We determine that further discussions will be required to solve the problem of disposal and 

r ecycling of small. used batteries. 

Keywords: small battery. collection. recycling. consumer. small electric appliances 
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